
住宅セーフティネットの現状と課題（案）

Ⅰ－１　住宅セーフティネットの形成に公的賃貸住宅が果たしてきた役割・・・・・・・・１

Ⅰ－２　多様化するニーズ

（１）住宅困窮者の増加、多様化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４

（２）不十分な子育て環境・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０

（３）地域における新たな課題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１

Ⅰ－３　多様化する住宅困窮者への対応状況　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４

（目　次）

平成１６年１０月１５日
　国土交通省住宅局

Ⅱ－１　福祉施策との連携・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７

Ⅱ－２　公的賃貸住宅の供給手法の多様化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１

Ⅰ　住宅セーフティネットの現状

Ⅱ　住宅セーフティネットの機能向上に向けた課題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６

Ⅱ－３　持ち家ストックの活用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３

資料５



　　Ⅰ－１　住宅セーフティネットの形成に公的賃貸住宅が果たしてきた役割　　　　　　　　　　　　　　　　　　

公営住宅は、これまで低額所得者の居住の安定に大きな役割を果たしてきた。しかし、「量の確保」を追求した時
代に建設された住宅の老朽化が進んでおり、今後、高齢者・障害者等の居住や中心市街地の活性化に資する形
で良質なストック形成を図ることが必要。
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＜住宅政策＞ 市場機能・ストック重視へ量の確保から質の向上へ住宅難の解消
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Ⅰ　住宅セーフティネットの現状



公営住宅法の制定 公営住宅法の改正 公営住宅法の改正

特優賃法の制定

高齢者居住法の制定

・低額所得者を対象とした公営住宅の
　供給を恒久的な施策として確立

・入居者資格の拡大（高齢者、身体障
　害者、生活保護被保護者等の単身
　入居が可能に。）

・中堅所得者層を主な対象とした良質な賃貸住宅　
　（特定優良賃貸住宅）の供給を促進

・地方公共団体の直接建設に加え、民間住宅の買取り・借上げ
　方式を追加
・公営住宅のグループホーム等としての使用を可能に。
・きめ細やかな応能応益家賃制度の導入

・高齢者が安心して居住できるよう市場環境
　整備を推進（高齢者向け優良賃貸住宅制　
　度、入居を拒否しない住宅の登録制度、終
　身建物賃貸借制度の創設）

（Ｓ26）

（Ｈ13）

（Ｈ８）

（Ｈ５）

（Ｓ55）

○民間が建設、管理　　　　　　　　　

○地方公共団体等が建設・管理　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

○民間が建設、管理　　　　　　　　　

○地方公共団体等が建設、管理　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

○地方公共団体が建設、管理　　

○地方公共団体が民間住宅を

　買取り・借上げ、管理
供給方式

高齢者の単身・夫婦世帯に対して優
良な賃貸住宅を供給

中堅所得者に対して優良な賃貸住宅
を供給

住宅に困窮する低額所得者に対し
て低廉な家賃の賃貸住宅を供給目　　　的

高齢者向け優良賃貸住宅
（高齢者の居住の安定確保に関する法
律　平成13年）

特定優良賃貸住宅
（特定優良賃貸住宅の供給の促進に関

する法律　平成５年）　　　　　　　　

　　　公営住宅
（公営住宅法　昭和26年）

-２-

公的賃貸住宅制度は、時代の要請に応じて充実が図られ、国民の居住や生活の安定確保に大き
な役割を果たしてきた。また、あわせて、供給手法も多様化してきた。

　　Ⅰ－１　住宅セーフティネットの形成に公的賃貸住宅が果たしてきた役割　　　　　　　　　　　
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　Ⅰ－１　住宅セーフティネットの形成に公的賃貸住宅が果たしてきた役割　　　　　　　　　　　　

注）調査時点は、公営：平成１４年度末、特優賃：平成１５年末、高優賃：平成１５年度末、改良等：平成１４年度末、　
　　住市総等：平成１４年度末、都市機構：平成１６年３月末、公社：平成１４年度末。

-３-

【公的賃貸住宅の需給に関する現状】
　・公営住宅への高い応募倍率
　　　／応募倍率：全国で約８倍（Ｈ14）
　・特定優良賃貸住宅の空家の増加
　　　／長期空家率：6.2％（Ｈ15）
　・高齢者向け優良賃貸住宅の不足
　　　／借家居住の高齢者単身・夫婦世帯
　　　　　　　179万世帯（Ｈ12）⇒330万世帯（Ｈ27）



（１）住宅困窮者の増加、多様化

少子高齢化の進展等の社会経済情勢の変化の中で、高齢者世帯の増加や母子世帯、
ＤＶ被害者等の住宅困窮者の多様化、増加が見られる。

○高齢者のいる世帯は増加。

　特に高齢者単身・夫婦世帯が急増
　

平成27年
（2015年）

平成12年
（2000年）

689
（15%）

1,505
（32%） 4,678万世帯

5,048万世帯

（資料）国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計（全国推計）（2003年10 月推計）」
　　　　 国勢調査より国土交通省推計

高齢者単身・夫婦世帯

1,180
（23%）

2,087
（41%）

高齢者を含む世帯

①　高 齢 者　　　　①　高①　高 齢齢 者　　　　者　　　　

住宅のバリアフリー化の状況

　○高齢者のいる世帯が増加。特に高齢者単身・
　　夫婦世帯が急増。

　　Ⅰ－２　多様化するニーズ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

高齢者世帯の将来推計

-４-
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　　　　27.9％
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　　　　3.4％
（持家：4.3％　借家：1.5％）

３つ全てに対応

　　　　72.1％
（持家：65.9％　借家：85.7％）
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　　　　16.2％
（持家：21.1％　借家：5.4％）

手すり（２箇所
以上）

高齢者の
ための設
備等

資料：平成15年住宅需要実態調査

　○バリアフリー化に対応できていない住宅が
　　多い。



○障害者数は増加傾向。また、障害者の居住場所は、在宅が９割、施設・病院が１割。

②　障 害 者　　　②　障②　障 害害 者　　　者　　　

資料：障害者の生活実態（平成10年度東京都社会福祉基礎調査）　　※東京都全体については、平成10年住宅・土地統計調査（総務庁統計局）

　　　　　（0.6％）　　　　
2.9％9.9％2.4％施設

（41.5％）40.7％58.5％59.5％持ち家

（41.6％）
1.7％

25.9％

3.2％

8.6％

3.2％

13.5％

民間賃貸

　一戸建

　アパート・マンション等

（9.1％）20.4％16.9％18.4％公営・公団・公社

1.1％

1.8％

知的障害者

1.6％

1.2％

身体障害者

6.7％

0.5％

精神障害者

その他

（4.9％）社宅など

東京都全体※

障害者の居住場所（東京都）

○障害者は、公的賃貸住宅に居住する割合が相対的に高い。

１３３３（４１（Ｈ８）⇒）４６（Ｈ１２）知的障害者（児）

３５２２４（２０４（Ｈ１１）⇒）２５８（Ｈ１４）精神障害者

６５６

（３１８（Ｈ８）⇒）３５２（Ｈ１３）

総数

５９０

３３３

在宅

６７合計

１９身体障害者（児）

施設（入院）

資料：厚生労働省「身体障害者・児実態調査」（平成13年）、「社会福祉施設等調査」（平成12年）、
　　　「知的障害者（児）基礎調査」、「患者調査」（平成14年）等

障害者の数及び居住場所 （万人）

【参考】

-５-

　　Ⅰ－２　多様化するニーズ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



③　母子世帯・父子世帯　③　母子世帯・父子世帯　③　母子世帯・父子世帯　

世帯数の推移
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出典：厚生労働省「全国母子世帯調査」より

○父子世帯数は横ばいだが、母子世帯数は増加傾向。

生活上の問題点
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出典：厚生労働省（平成10年）

○母子世帯の18.5％、父子世帯の12.6％が生活上の問題として「住宅」をあげている。

　　　　　母子世帯

　　　　　父子世帯
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○ＤＶ被害者の数は年々増加。
○都内某施設入所者の退所後の移動先の例を見ると、住宅（アパート）を確保した者は２　
　割しかいない一方で、住込みと福祉施設の合計が４割を占めている。

④　ＤＶ被害者　　　④　ＤＶ被害者　　　④　ＤＶ被害者　　　
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　出典：警察庁資料

（件）

都内某施設（婦人保護施設）入所者の
退所後の移動先

福祉施設※

住込み

アパート
その他

帰郷

帰宅

36
15.9%

10
4.4%

43
18.9%

81
35.7%

47
20.1%

10
4.4%

（都内施設の5年間の退所者の異動先の事例、DV被害者以外を含む）

（※女性相談センター、母子生活支援施設、更正施設、老人施設、生活保護施設）

　出典：都内婦人保護施設資料

（都内施設の5年間の退所者の移動先の事例、ＤＶ被害者以外を含む。）
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○ホームレスの数は増加傾向。
○施設退所後に自立して住宅を確保した者は３割以下にとどまっている。
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出典：厚生労働省調査

⑤　ホームレス　　　　⑤　ホームレス　　　　⑤　ホームレス　　　　

全国のホームレス数の推移

　　　　　注：各年の調査対象地域が異なるため一概に
　　　　　　　　比較はできない。
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36%

福祉での対応
（生活保護施
設、アパート）

16%

（東京都の「自立支援センター」の退所後の移動先　平成14年1月）

※東京都の「自立支援センター」は、自立の意思がある者が
　入所し生活指導、就労支援等を受ける施設で、原則2ヶ月入所。

東京都の「自立支援センター」の退所
後の移動先（平成14年１月）

出典：東京都資料

（人）
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⑥　外 国 人　　　　　⑥　外⑥　外 国国 人　　　　　人　　　　　

○外国人登録者数は年々増加。
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（２）不十分な子育て環境

子育て世帯が適切な規模の住宅に入居できていないなど、子育ての観点からの住宅・住環境に対
する課題は多い。

○最低居住水準を満たしていない子育て世帯は、３人世帯で約２割、４人世帯で約３割。

○子育てには安心で快適な住環境が必要。また、働く女性にとっては職場が近いことが重要。

　　　子育ての相談や情報提供をしてくれるところがある
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専業主婦
既婚有業女性

　　子供が遊べる公園や広場がたくさんある
　　　　保育施設や保育サービス事業所がたくさんある

　　小児科の医療機関がたくさんある
　　　子連れで出かけられる場所がたくさんある

　　道路や歩道が子供にとって安全

　　　 自治体が子育て家庭への経済的支援を行っている

　子供のいる家庭がたくさんある

％

　 子育てのアドバイスをしてくれる年配者がいる
　職場が近い

　職場までの交通の便がよい
　　その他
　　無回答

子育てしやすいと感じる点

注　：複数回答　専業主婦ｎ＝913、既婚有業女性ｎ＝772　　　資料：国土交通省国土計画局調べ（平成16年２月調査）

子育て世帯の居住状況

出典：「平成10年住宅・土地統計調査」（総　
　　　務省）より
注：ここでの子育て世帯とは、夫婦と１８歳　
　　　未満の子供がいる世帯をいう。

0% 20% 40% 60% 80% 100%

3人世帯

4人世帯

20㎡未満
20～29
30～39
40～49
50～59
60～69
70～79
80～89
90～99
100㎡以上

最低居住水準を満たしていない子育て世帯
　　　　・３人世帯（39㎡未満）⇒約２３％
　　　　・４人世帯（50㎡未満）⇒約３１％
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（３）地域における新たな課題

地域においては、中心市街地の衰退、過疎化、コミュニティの高齢化といった問題が生じて
おり、若年世帯をはじめとした定住促進のニーズが高まっている。

出典：地方を中心とした土地利用の現
況と課題に関する調査（国土交通省）
　　・全国698市区にアンケート調査　　
　　　（回収数518、回収率74.2％）
　　・実施時期：平成15年２月0.2

4.1

30.6

12

16.7

48.7

53

62.6

50.9

10.5

2.1

11.5

88.7

36.3

0 50 100

　　　　　　　　　　屋外駐車場や空き地が増えている

　　　　　　　　　　　来訪者や就業者が減少している
　　　　　　　　　　　　　　　　　居住者が減少している

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　若者が流出している

　　　　　　　　　 昼間人口に比べ夜間人口が少ない

　　　　　　　　　 夜間人口に比べ昼間人口が少ない

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　その他

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　無回答

　　　　　　　　　　地域のコミュニティが衰退している

　　　　　　　　　　　　　病院が郊外等に移転している

　　　　　　　　　　　　　学校が郊外等に移転している

　　　　　　　　　　公共機関が郊外等に移転している

　　　　　　　　　小規模な店舗の空きが目立っている
　　　　　　　　　　　　大型店舗が移転・撤退している

Ｎ＝468　複数回答

中心市街地において発生している現象

○中心市街地の衰退が、地域経済の沈滞やコミュニティの衰退を招いている。
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　　Ⅰ－２　多様化するニーズ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



○ＵＪＩターン者に対するアンケートによると、転入者を増やすための施策として、「宅地・住宅
　の整備」等が望まれている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　起業、創業に対する支援

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　その他

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　無回答

　　　　　　　　　　　　　　農地・農機具のリース・斡旋

　　　　　　　　　　　　　 転入者への奨励金の支給や融資　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＵＪＩターン相談窓口の設置

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宅地・住宅の整備

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　不動産情報の提供・斡旋
　　　　　　　　　　　　　　　　　転入者に対する職業の斡旋

　　　　　　　　　　Ｕターン見込者への奨学金の支給

　　　　　　　　　　　　 　　　　就農林漁業奨励金等の支給

　　　　　　　　　　　　　地域に関するＰＲ・情報発信の充実

　　　　　　　　　　　　　　転入者に対する住宅資金の援助

　　　　　　　　　　　　　転入者への奨励金の支給や融資

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新生活相談窓口の設置

％

転入者を増やすために望まれている施策

　　　　　　　　　　ＵＪＩターンのための体験制度の導入

　　　 　地域コミュニティ形成のための交流会の開催
　　　　　　　　　就農林漁業者に対する技術研修・指導

1.6
5

11.6
11.8
11.8
12.7

16.3
19.3
19.5
19.9

23.4
29.8

32.6
37.8

45.2
46.8

58.5

0 10 20 30 40 50 60 70
（備考）総務省「過疎地域における近年の動向に関する実態調査」（平成16年３月）
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　　　Ⅰ－３　多様化する住宅困窮者への対応状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

公的賃貸住宅その他住宅政策における取組状況公的賃貸住宅その他住宅政策における取組状況公的賃貸住宅その他住宅政策における取組状況

○公営住宅における措置
　　　・入居収入基準の緩和（１世帯あたり月収20万円⇒地方の裁量により26.8万円まで）
　　　・単身入居（50歳以上の者）が可能
　　　・痴呆性高齢者向けグループホーム事業として公営住宅を使用
　　　・地方の裁量による優先入居
　　　・収入の計算にあたり一定額を控除（65歳以上の者）
○高齢者向け優良賃貸住宅の供給促進（Ｈ15年度末：1.4万戸）
○高齢者の入居を拒否しない民間賃貸住宅の登録（平成15年度末：5.7万戸）による情報提供
と登録住宅に係る高齢者入居を対象とした家賃債務保証（平成15年度末：８４件）　　　　　　等

高齢者

○公営住宅における措置　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　・地方の裁量による優先入居

　　　・収入の計算にあたり一定額を控除　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

母子世帯

・父子世帯

○公営住宅における措置　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　・地方の裁量による優先入居

　　　・単身者についても、国土交通大臣の承認を経て入居可能　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等
ＤＶ被害者

○公営住宅における措置　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　・永住許可者、外国人登録を受けた者等について、地域住民と同様の扱い　　　　　　　　　　　　　　　 等

外国人

○公営住宅における措置　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　・地方の裁量による優先入居　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

ホームレス

○公営住宅における措置　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　・入居収入基準の緩和（１世帯あたり月収20万円⇒地方の裁量により26.8万円まで）

　　　・単身入居（身体障害者）が可能

　　　・精神障害者向け、知的障害者向けグループホームとして公営住宅を使用

　　　・地方の裁量による優先入居

　　　・収入の計算にあたり一定額を控除　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

障害者
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○約４分の１の民間賃貸住宅においては入居条件を限定している。中でも、外国人、　
　高齢者、障害者等の入居を敬遠する傾向。

○ 民 営 借 家 の 大 家 は 高 齢 者 の 入 居 を 敬 遠 す る 傾 向

5.0

5.9

9.5

17.3

20.9

27.7

30 .9

42 .3

47.3

0.0 10.0 20.0 30.0 40 .0 50.0

（％ ）

無 回 答

男 性 は 不 可

一 人 親 世 帯 は 不 可

小 さ い 子 供 の い る 世 帯 は 不 可

障 害 者 の い る 世 帯 は 不 可

そ の 他

高 齢 者 の み の 世 帯 は 不 可

単 身 の 高 齢 者 は 不 可

外 国 人 は 不 可

入 居 者 の 限 定

「賃 貸 住 宅 経 営 の 実 態 把 握 ア ン ケ ー ト」（平成１４年６月）国 土 交 通 省 よ り

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ｎ＝871

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ｎ＝871
25.3 58.7 16.1

無回答限定していない限定している

図表１　入居者限定の有無　　　　　　　　入居者限定の有無

　　　　　　　　入居者の限定

「賃貸住宅経営の実態把握アンケート」（平成14年６月）国土交通省より

【参考】
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　　　Ⅰ－３　多様化する住宅困窮者への対応状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



国と地方の役割分担を整理しつつ、地域の自主性を活かすことのできる助成制度を創設すること等によ
り、公的賃貸住宅の相互連携・有効活用、福祉施策との連携、民間賃貸住宅を活用した住宅困窮者支援
等を総合的に推進し、住宅セーフティネットの機能向上を図る必要がある。

地域の実情に応じた助成制度の創設地域の実情に応じた助成制度の創設

住宅困窮者の増加、多様化住宅困窮者の増加、多様化 不十分な子育て環境不十分な子育て環境 地域における新たな課題地域における新たな課題

・高齢者等の増加

・障害者等の自立・地域居住支援の要請

・ＤＶ被害者等の自立支援の要請

・適切な規模の賃貸住宅に居住でき
　ていない子育て世帯

・遠い職場

・求められる安心快適な住環境

・中心市街地の衰退

・過疎化

・コミュニティの高齢化

地域再生・
地域活性化

総合的な計画総合的な計画
市町村等を主体とする地域住宅政策の推進市町村等を主体とする地域住宅政策の推進

○高齢者の有する　
ストックの活用　　

　持家 　　　　　賃貸住宅

公的賃貸住宅
住替え

　・高齢者、障害者等の「暮らし」の安心確保　
　・福祉施設や福祉サービスとの密接な連携　

民間賃貸住宅

高齢者、障害者等が
円滑に入居できるた
めの環境整備
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Ⅱ　住宅セーフティネットの機能向上に向けた課題

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　・民間活力の活用　　　　　　　　　　　　　　　　
　・既存ストックの有効活用　　　　　　　　　　　　
　・相互連携・一体的管理　　　　

○福祉施策との連携

○供給手法の多様化



　　　Ⅱ－1  福祉施策との連携　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

高齢者、障害者、子育て世帯などの地域における「暮らし」の安心を確保するため、現在、
公的賃貸住宅の整備等に当たって、福祉サービスとの連携や福祉施設との合築・併設を推
進している。今後、ソフト施策の連携も含めて、福祉施策との一層の連携推進が必要。

　　　　　　シルバーハウジングプロジェクトシルバーハウジングプロジェクト

　　　　　　高齢者等の生活特性に対応した高齢者単身・夫婦世帯向け公的賃貸住宅の整備（住宅部局）と
　　　　　生活援助員による日常生活支援サービスの提供（福祉部局）をあわせて実施
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｓ62～Ｈ15の累計：698団地、18,984戸）

　　　　　　

福祉施策との連携の現状福祉施策との連携の現状
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公的賃貸住宅
（公営住宅、公団賃貸住宅等）

設 高齢者向けの住宅
手すり、緊急通報システム設置等

計

サ生 安否の 緊急時の 一時的な
デイ 福祉施設等との 活 確認 対応 家事援助

－

サービス 連携 ビ支
センター ス援 等

等
ライフサポートアド 高齢者
バイザーの常駐等に 生活相談所

派 遣 よりサービス提供 等

福祉行政 住宅行政
連携



　　　Ⅱ－1  福祉施策との連携　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　
　　　　　　福祉施設との合築・併設福祉施設との合築・併設

　　　　　　大規模公共賃貸住宅団地の建替え等に際し、福祉施設との合築・併設を原則化
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成15年度末までの累計：992団地　1,466施設）
　　　　　　＜主な施設＞
　　　　　　　　　デイサービスセンター、ホームヘルパーステーション、在宅介護支援センター、
　　　　　　　　　特別養護老人ホーム、保育所　等

　　　　　　福祉施設等のまちなか立地の推進福祉施設等のまちなか立地の推進

　　　　　　市街地再開発事業において福祉施設等を導入する場合、補助を上乗せ

福祉施策との連携の現状福祉施策との連携の現状
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　　○社会保障審議会介護保険部会（平成　　○社会保障審議会介護保険部会（平成1616年７月年７月3030日報告）日報告）
　　　　　　

社会保障審議会等における状況社会保障審議会等における状況

・高齢者が住み慣れた地域で生活を継続できるよう、「施設」以外の多様な「住まい」の整備
　が必要。
・このため、介護付き有料老人ホーム等に限定されていた「特定施設入所者生活介護」の対
　象を拡大することを検討。
・あわせて、情報開示の徹底等により、サービスの質の確保と利用者保護を図ることが必要。

-19-

・介護の安心が保障された「介護が付いている住まい」の適切な普及を図るため、介護保険
　制度における特定施設の対象を、有料老人ホームや軽費老人ホーム（ケアハウス）のほか
　に、高齢者向け優良賃貸住宅、シルバーハウジング等、一定の要件を満たした「住まい」に
　まで拡大することが考えられる。

○厚生労働省　「介護を受けながら住み続ける住まい」のあり方に関する研究会○厚生労働省　「介護を受けながら住み続ける住まい」のあり方に関する研究会
　　（平成　　（平成1616年年1010月月1212日中間報告）日中間報告）

《高齢者》

　　　Ⅱ－1  福祉施策との連携　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



・障害者の一般住宅への入居を推進してくため、緊急時の連絡先や身元保証を求める一
　般住居提供者等のニーズに対応する等、入居を支援する事業（居住サポート事業）につ
　いて障害保健福祉圏域ごとに体制整備を進める。
・地域の居住支援サービスの充実と併せて、公営住宅等の一層の活用に向けた枠組み　
　について、厚生労働省と国土交通省との間で検討し、早急に結論を得る。

-20-

○社会保障審議会障害者部会（平成○社会保障審議会障害者部会（平成1616年年1010月月1212日資料）日資料）

・「入院医療中心から地域生活中心へ」という精神保健医療福祉施策の基本的な方策を
　推し進めていくため、国民各層の意識の変革や、立ち後れた精神保健医療福祉体系の
　再編と基盤強化を今後１０年間で進める。
・受入条件が整えば退院可能な者（約７万人）については、精神病床の機能分化・地域生
　活支援体制の強化等、立ち後れた精神保健医療福祉体系の再編と基盤強化を全体的
　に進めることにより、併せて１０年後の解消を図る。

○○厚生労働省厚生労働省 精神保健福祉対策本部（平成精神保健福祉対策本部（平成1616年９月２日『精神保健医療福祉の改革ビジョン』）年９月２日『精神保健医療福祉の改革ビジョン』）

《障害者》

　　　Ⅱ－1  福祉施策との連携　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



公的賃貸住宅の供給は、地方公共団体の直接供給から民間活力の活用へ、新築から既存ストッ
クの活用へと、その手法が多様化されるとともに、市場機能・ストック重視の手法の導入が進めら
れてきた。また、中心市街地の活性化などまちづくりにも寄与している。

地方公共団体の直接供給から民間活力の活用へ地方公共団体の直接供給から民間活力の活用へ

特定優良賃貸住宅の供給開始（Ｈ５）
　　　・民間建設、民間管理
　　　 ・民間建設、公共借上げ管理
　　　 ・公共建設、公共管理

高齢者向け優良賃貸住宅の供給開始（Ｈ13）
　　　・民間建設、民間管理
　　　 ・民間建設、公共借上げ管理
　　　 ・公共建設、公共管理

※　公共建設型についても、近年、ＰＦＩ手
　法の導入が見られる。

新築から既存ストックの活用へ新築から既存ストックの活用へ

○公的賃貸住宅に係る団地用地を地域資源として有効に活用した効率的な建替えの実施。併
　せて、デイサービスセンター、特別養護老人ホーム、保育所等を一体的に整備することにより、
　まちづくりにも寄与。

○公営住宅について、既存の民間住宅の買取り、借上げによる整備を実施。また、高齢者向　
　け優良賃貸住宅について、既存の民間住宅等のバリアフリー化改修による整備も実施。　

公営住宅の供給開始（Ｓ26）
　　・公共建設、公共管理

民間住宅の買取り・借上げが可能に（Ｈ８）
　　・公共建設、公共管理
　　・民間建設、公共買取り・借上げ管理
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Ⅱ－２　公的賃貸住宅の供給手法の多様化　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



【参考】民間活力、既存ストックの活用例【参考】民間活力、既存ストックの活用例

公営住宅団地の建替えにおける福祉・民間施設との複合的な整備

～南青山一丁目団地建替事業～

老朽化した都営住宅団地のＰＦＩ的手法による建替えに際し、都営住宅とあわせ、グルー老朽化した都営住宅団地のＰＦＩ的手法による建替えに際し、都営住宅とあわせ、グルー
プホーム、保育所等を一体的に整備プホーム、保育所等を一体的に整備

○施設概要
　　・都営住宅　150戸
　　・民間賃貸住宅　390戸
　　・併設施設　保育所、高齢者グループホーム、商業業務施設、図書館、都市活動支援施設

N棟
▽46F

賃貸集合住宅
(390戸)

S棟
▽14F

▽6F 都営住宅

国際医療福祉大学大学院 (150戸)
業務施設　等
港区立図書館

商業・業務施設　等 グループホーム
商業・業務施設　等 港区立保育所

駐車場・駐輪場・機械室・ゴミ置場　等
駐車場

敷地：東京都より70年間定期借地にて賃借
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Ⅱ－２　公的賃貸住宅の供給手法の多様化　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

○完成予定　平成１９年３月

位置図 立体断面図 完成予想図

対象地

地下鉄
青山一丁目駅



○６５歳以上の単身及び夫婦の持家世帯の５０％が１００㎡以上の広い住宅に住む一方で、４人以
　上家族の３１％が１００㎡未満の持家住宅に住むなど、住宅と居住者のミスマッチが生じている。

資料）平成10年住宅・土地統計調査

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

６５歳未満の単身

６５歳以上の単身

６５歳以上の夫婦

その他の２人世帯

３人世帯

４人世帯

５人以上世帯

～４９㎡ ５０㎡～６９㎡ ７０㎡～９９㎡ １００㎡～１４９㎡ １５０㎡～
（千世帯）

1,092

(41.3%)

(20.8%)

2,296

1,677

609

(56.3%)

(38.4%) ６５歳以上の単身及び夫婦の持家住宅の５
０％は１００㎡以上（２２９万世帯）

６５歳以上の単身及び夫婦の持家住宅の５
０％は１００㎡以上（２２９万世帯）

４人以上世帯の持家住宅の３１％は１００㎡未
満（３３９万世帯）

４人以上世帯の持家住宅の３１％は１００㎡未
満（３３９万世帯）

住宅ストックと居住者のミスマッチ

Ⅱ－３　持ち家ストックの活用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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【参考】住替え支援の例（１）【参考】住替え支援の例（１）

Ⅱ－３　持ち家ストックの活用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

トラブル時の支援

住替え支援センター

住宅循環円滑化保証基金（異常時リスク対応）

保証弁済会計
（通常リスク対応：保証料で運用）

管理会社

・家賃の収集、保管
・敷金の保管　　　　

オーナー
（高齢者等）

加
入

保
証
料
支
払
い

サブリース原賃貸借契約

入
居
者 家賃

保
証
弁
済
請
求

保
証
弁
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管
理
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代
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債
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回
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経
営
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敷金保全会計

敷
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の
保
管

繰り入れ

国

倒産

トラブル時の支援

住替え支援センター

住宅循環円滑化保証基金（異常時リスク対応）

保証弁済会計
（通常リスク対応：保証料で運用）

管理会社

・家賃の収集、保管
・敷金の保管　　　　

オーナー
（高齢者等）

加
入

保
証
料
支
払
い

サブリース原賃貸借契約

入
居
者 家賃

保
証
弁
済
請
求

保
証
弁
済

管
理
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務
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行

債
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回
収
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援

経
営
指
導

家賃

敷金保全会計

敷
金
の
保
管

繰り入れ

国

倒産
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＜目的＞
　　　高齢者等の不安を解消しつつ、高齢者等の保有する住宅資産を賃貸住宅として活用することによ
　　り、賃貸住宅市場において不足しているファミリー向けの良質な賃貸住宅の供給を促進する。

＜制度概要＞
　　　高齢者等の保有する住宅の管理・転貸を行う管理会社（サブリース会社）が倒産した場合等にお　
　　いて、サブリース事業に伴う預かり家賃を保証する。

高齢者等の住宅資産の流動化による住替え支援（預かり家賃の保証制度）



Ⅱ－３　持ち家ストックの活用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【参考】住替え支援の例（２）【参考】住替え支援の例（２）

住宅施策と福祉施策の連携により、多様化している高齢者向けの住宅・施設情報を一元化し、
様々なニーズに対応した総合的な情報提供・相談体制を整備（平成16年より試行的に実施）

高齢者向け住宅・施設に関する情報提供・相談体制の整備

～神戸市の取組み事例～
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